
 

令和２年４月２１日 

豊丘小学校保護者各位 
                                                          

須坂市立豊丘小学校 
                                

新型コロナウィルスに係る臨時休業中の分散登校中止のお知らせ 
  

須坂市教育委員会では、４月２６日（日）までとしていた市内小・中・支援学校の臨時休

業を、５月１０日（日）まで延長することを決定いたしました。 
その際に、連絡メールで延長期間中も学習状況の確認等のため、２回の登校日を設けると

連絡しましたが、２０日に出された『「緊急事態宣言」を受けた市長メッセージ』を受け、市

内一斉に２２日から予定された分散登校は中止とします。 
今後の対応については、下記に記したように対応いたしますので、誠に申し訳ありません

がご理解のほどよろしくお願いいたします。  
 

記 
１．臨時休業期間 

令和２年４月１３日（月）午後から令和２年５月１０日（日）まで 
※延長期間：４月２７日（月）から５月１０日（日）まで 

 
２．分散登校日について 
  明日の２２日（水）からの分散登校は中止となります。 

児童の登校は臨時休業明けの５月１１日（月）になります。 
 
３．宿題プリントと今までやったプリントの渡し方について 
  宿題のプリントは学校に取りに来てもらう。また、休業中にやった宿題も一緒に提出する。 
  １年     １０日までの宿題が終わった人はファイルごと持ってきて、担任が中身を交

換。職員室に声を掛けてください。 
  ２～６年は  プリントは職員室にあるので、担任に声を掛けて渡してもらう。 

＜取りに来る人＞ 
１～３年   お家の方 

  ４・５・６年 説明があるので、児童とお家の方が取りに来るようにしてください（どうし

てもお家の方が都合の悪い場合だけ児童のみ）。 
 
４．家庭用の時間割の記入 
  学校から子ども達の家での時間割をお渡しするので、ぜひ、お家でご活用ください。 
 
５．休業期間中の対応 
(1) （市教委からのお願い）児童クラブは延長前と同様に開所しますが、勤務の関係で保護者

や家で面倒を見て下さる方がいるご家庭は利用を控えていただけるとありがたいです。 

(2) 学校からの情報は、その都度、メール配信、学校ホームページで保護者にお伝えします。 

(3)予定通り、３年生の家庭訪問は、５月７日（木）８日（金）に実施します。 

(4)休業中も毎日、健康チェックカードの記入をお願いします。 
  (5)本日、連絡メールに、２つのアンケートのＵＲＬを載せました。クリックをするとアンケー

トに答えることができるので、ご協力ください。 
   
 


